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○ 輸入麦の売渡制度については、食糧法の改正（18年６月公布、19年４月施行）により、政府が年間固定の売渡価格を定める標準売渡価
格制度は廃止され、過去の一定期間における買入価格の平均値に、年間固定のマークアップ（売買差額）を上乗せした価格で売り渡す価
格変動制に移行するとともに、一部の銘柄を対象として売買同時契約（SBS）方式を導入。

○ マークアップについては、国家貿易等の麦の制度運営に係る管理経費及び品目横断的経営安定対策に要する経費に充てるコストプー
ル方式を基本に設定。

○ 国際穀物相場の動向等に応じて変動する買入価格を適切に売渡価格に反映するため、年間数回の価格改定を実施。
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１ 新たな輸入麦の売渡制度の基本的考え方

○ 19年４月以降の政府売渡価格の構成

買付価格
（穀物相場や為替等により

変動）

マークアップ（固定）

港湾諸経費（固定）
（港湾経費、安全性経費等）

買
入
価
格

売
渡
価
格

○ 売渡制度変更のイメージ

買
入
価
格

Ａ年 Ｂ年

買
入
価
格

Ａ年 Ｂ年

売渡価格は買入価格に連動して変動売渡価格は年間固定

【標準売渡価格制度】 【価格変動制（19年４月以降）】
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２ 価格変動制の具体的仕組み

① 買付価格

価格改定月の３ヶ月前までの銘柄別の買付価格（毎月公
表）の８ヶ月間の加重平均価格とする。

（１） 買入価格（買付価格＋港湾諸経費）

※８ヶ月間：季節的な国際相場の変動を移動平均により排除するとともに、
国家貿易の需給計画策定周期４ヶ月を考慮した期間。

ただし、19年４月から適用する売渡価格の算出に当たっては、現行の標準
売渡価格決定以後の買付コストをもれなく売渡価格に反映させる観点から、
買付価格の算出期間を17年12月～18年11月の１年間とする。

※３ヶ月前：売渡価格の改定内容の周知や製品価格の改定作業等を考慮した
準備期間。

② 港湾諸経費（港湾経費、安全性確認経費等）

港湾経費、安全性確認経費等の諸費用について、過去の支
出実績等を勘案し、年間固定の一律単価として設定する。

※年間固定：港湾諸経費については、輸入数量、輸入港等によって所要額に
差が生じるが、政府売渡価格に地域格差が発生することは適切で
ないことから、年間固定の一律単価とする。

保管料及び事務人件費等の政府管理経費に品目横断的経営安
定対策費に充当する経費を加えた年間固定の単価として設定す
る。

（２） マークアップ（売買差額）

４月、８月及び12月の年間３回の価格改定とする。

（３） 価格改定回数

※年間３回：価格改定時期と国家貿易の需給計画策定周期とを整合させるこ
とにより、安定的な需給関係を確保する。

ただし、円滑な制度移行を図る観点から、当面は、４月及び10月の年間２
回の改定とする。
なお、算出された次期の価格の改定額が、取引・流通実態等からみて僅少
な場合には、当面、当該期の価格改定は行わないものとする。

国際相場の大幅な変動が国内市場に与える影響を緩和するた
め、改定前の売渡価格からの変動幅について上下限を設ける。

（４） 価格改定における変動幅

変動幅の上下限は、過去の買付価格の変動幅の状況等を踏まえ、当面、小麦
については「改定前の価格±５％」、大麦については「改定前の価格±15％」
とする。

○ 政府売渡価格は、過去の一定期間における銘柄別の買入価格の平均値に年間固定のマークアップを加えた額により設定。
○ 価格設定の透明性を確保するため、政府売渡価格を構成する要素の算出方法等をルール化。



○ 食糧用麦の一部の銘柄について、既に米穀において導入されているＳＢＳ方式を導入。
○ ＳＢＳ方式は、予め需要者及び輸入業者が結びつき、輸入銘柄、輸入港及び輸入時期等を選択でき、多様なニーズに応えられる仕組み。

３ 売買同時契約（Simultaneous Buy and Sell：SBS）方式の導入

【参考：一般の輸入方式】【SBS方式】

【本船輸入】ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾊｰﾄﾞ小麦（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産､主に中華めん用）、ﾃﾞｭﾗﾑ
小麦（主にｶﾅﾀﾞ産､ﾊﾟｽﾀ･ﾏｶﾛﾆ用）、二条大麦（ｶﾅﾀﾞ及びｵｰｽﾄﾗﾘｱ産､主
に焼酎用）、六条大麦（ｶﾅﾀﾞ産､主に麦茶用）

【コンテナ輸入】国家貿易対象銘柄以外のものであって、一般
輸入では対応できない小ロットの需要に対応するためのもの。

（１） 対象銘柄

※小麦：用途が概ね限定されており他銘柄との代替関係が比較的低く、かつ、需要量
の全量をＳＢＳ方式に移行できる銘柄であることを考慮して対象銘柄を指定。

※大麦：需要者の希望に応じてＳＢＳ方式を選択できる仕組みとする。外国産大麦需
要の全量がＳＢＳ方式に移行するまでの間は、政府の一般輸入を併せて行い、
安定供給を確保。

【本船輸入】1,000トン 【コンテナ輸入】100トン

（２） 最低輸入単位

引渡申込価格が買入予定価格以下かつ買受申込価格が売渡予
定価格以上であって、売買差額が大きい申込みを行った者から、
順次契約の相手方として決定。

（４） 契約相手方の決定方法

輸出国

（米・加・豪）

売渡契約
需要者
（製粉企業等）

日本政府

輸入業者

輸入委託

輸入

注：数字は契約相手方の決定順
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○ 売渡方式のイメージ

売渡予定価格

買入予定価格

引渡申込価格

１

２

３

国の収入を最大にす
る会計法の原則

買受申込価格

一定のマークアップ

×

売り手と買い手の
連名による売買同
時契約

（売り手）

（買い手）

日本政府

需要者
（製粉企業等）

輸入業者
輸出国

（米・加・豪＋
その他の国）

輸入

一般の輸入方式に比べて政府の保管期間が短いこと等を踏ま
えて設定。

（３） マークアップ（売買差額）



（参考）

４２，７３０
４８，６６０
４７，４４０
５１，１４０
４９，２７０
４８，４３０
（５２，２００）
（４６，３２０）

４３，５２０
４１，９６０

19年４月(4～9月期)の
価格 ②

ＷＷ
ＡＳＷ
ＨＲＷ
１ＣＷ
ＤＮＳ

（ＰＨ）
（ＤＲＭ）

Ａu２Ｒ
Ｃa６Ｒ

略 称

▲５．０
５．０
３．３
０．０
０．０
１．３

１５．０
１５．０

４４，９７０
４６，３５０
４５，９２０
５１，１４０
４９，２７０
４７，８２０
（４９，７２０）
（４６，９６０）

３７，８５０
３６，４９０

〈小麦〉
ｱﾒﾘｶ産ｳｪｽﾀﾝ･ﾎﾜｲﾄ
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾎﾜｲﾄ
ｱﾒﾘｶ産ﾊｰﾄﾞ･ﾚｯﾄﾞ･ｳｨﾝﾀｰ
ｶﾅﾀﾞ産ｳｪｽﾀﾝ･ﾚｯﾄﾞ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞNo.1 
ｱﾒﾘｶ産(ﾀﾞｰｸ)ﾉｰｻﾞﾝ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
５銘柄平均
（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾊｰﾄﾞ）
（ｶﾅﾀﾞ産ﾃﾞｭﾗﾑ小麦）
〈大麦〉
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ﾂｰﾛｳ
ｶﾅﾀﾞ産ｳｪｽﾀﾝ･ｼｯｸｽﾛｳ

対比（②－①／①）
現行の標準売渡価格

①
産 地 銘 柄

（単位：円／トン（税込み）、％）
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買付価格

マークアップ（固定）

港湾諸経費（固定）

買
入
価
格

売
渡
価
格

４ 19年４月（４～９月期）の政府売渡価格について

１６，８６８

（小麦、一般輸入）

２，００７

２８，５６１

＋

＋

17年12月～18年11月平均
ｱﾒﾘｶ産ﾊｰﾄﾞ･ﾚｯﾄﾞ･ｳｨﾝﾀｰの場合

円/トン

円/トン

円/トン

（注）：上記の単価については、19年度予算決定時に確定する。

８，４３６

（大麦、一般輸入）

２，４８７

３２，９６８

＋

＋

17年12月～18年11月平均
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ﾂｰﾛｳの場合

円/トン

円/トン

円/トン

（注）：（ ）書きは、ＳＢＳ方式による輸入が実施されるまでの間、一般輸入により政府が販売する銘柄及び価格である。

（５．０）
（▲１．４）



○ 最近の小麦の国際相場は、主要輸出国であるオーストラリアの干ばつの影響等により、約１０年ぶりの高水準にある。
○ 一方、近年の国内産麦の生産数量の拡大等に伴い、麦関係収支は大幅な赤字が継続しており、一般会計から多額の繰入れがなされて
いる状況。
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（参考１） 小麦の国際相場の動向と近年の麦関係収支の推移

▲1386464,74478471310

▲3027535,2881,0551,05916

▲2567875,0451,0431,05817

755

524

629

778

731

売買差益

②

▲3055,3011,0601,05415

▲1324,75686378811

▲1334,93891190312

▲5434,6381,0671,04714

▲2925,07592190613

内外麦収支

②－①

外麦輸入量内麦振興費

①

内麦生産量年度

○ 国内産麦の生産振興に要する経費と外国産麦の売買差益の推移
（小麦・大麦・はだか麦合計）

○ 小麦の国際相場（シカゴ相場）の推移

（単位：千トン、億円）

0

1

2

3

4

5

6

7

平成元年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15

25

35

45

55

％USドル／ブッシェル

小麦の国際相場（シカゴ相場、SRWNO.2期近もの月央価格）
　※左目盛り

在庫率（消費量に対する在庫量の割合）
　※右目盛り

5.87（8.4）

2.27（11.12）

4.06（15.11）

5.25
（18.10）

24.8
23.6

19.3
予測



○ 近年の小麦粉調製品、小麦粉製品の輸入量は、増加テンポが鈍化しており、本年に入ってからは前年同期を下回るものも見られる状況。
○ 製粉企業は、全国で101社（大手4社、中小97社）。中小企業の稼働率は諸外国と比べて著しく低い状態にあることから、業界の体質改革
を図り、国際競争力の強化を図る必要。
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（参考２） 小麦粉調製品等の輸入動向と製粉業界の構造

○ 小麦粉調製品・小麦粉製品の輸入動向

▲4.923,937▲1.7109,6032.6139,80217

21.925,1823.5111,5272.8136,25616

4.118,0920.782,643▲1.699,92618（1-9月）

39.920,6576.3107,7551.3132,60315

101,415

92,675

95,099

数 量

マカロニ・パスタ等

9.4

▲2.5

10.8

対前年

増減率

21.813,1857.5126,42513

12.510,8268.5117,63612

11.914,7553.5130,84814

対前年

増減率
数 量

対前年

増減率
数 量

ビスケット小麦粉調製品

年

（単位：トン、％）

○ 製粉工場の小麦粉生産量等に関する国際比較

77.2161.61,77811韓国

91.9140.43,51125うち大手

71.438.64,903127日本

86.290.818,165200アメリカ

47.121.01,38966うち中小

稼動率１工場当た
り生産量

小麦粉
生産量

製粉
工場数

国 名

（注）１：日本のデータは平成17年度のものであり、諸外国のデータはそれぞれ
取り得る限りの最新の数値を用いた。

２：日本の中小工場は１工場当たりの年間生産量が1,000トン以上の工場
に限定した。

（単位：千トン／年、％）

（注）：18（1-9月）の増減率の欄は、対前年同期比である。

（資料）：日本貿易月報（財務省）
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（参考３）

○ 国内産麦については、民間流通を基本とし、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
律に基づく新たな農業経営安定対策への転換に対応するため、政府無制限買入制度を廃止

○ 麦の需給見通しの策定と、これに基づく生産並びに外国産麦の輸入及び備蓄の円滑な実施（国家貿易は維持）

○ 外国産麦については、製粉企業等の国際競争力の強化に資するため、売渡方式を変更

主要食糧の需給及び価格の安定に関する
法律の一部を改正する法律の概要

趣旨

［現行］ ［改正後］内容

政府無制限買入れ

適
正
か
つ
円
滑
な

民
間
流
通
の
確
保

麦作経営
安定資金

（予算措置）

新たな
経営安定対策

製
粉
企
業
等
の
体
質
強
化

年間を通じた固定価格
による売渡方式
(標準売渡価格)

輸入価格の変動を
反映する売渡方式

国

内

産

麦

外

国

産

麦
ＳＢＳ方式
（民間主体）

需給見通しの策定

国家貿易国家貿易

※ ＳＢＳ（売買同時契約）方式とは、国家貿易の枠内で実需者のニーズに柔軟に対応できる民間主体の輸入方式。
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（参考４） 今後の麦政策のあり方 （平成17年11月 食料・農業・農村政策審議会報告） （抄）

第３ 外国産麦の輸入及び売渡し

３ 外国産麦の売渡しの見直し

(3)  外国産麦については、現在、国内産麦と同じく、毎年、標準売渡価格を定め、年間を通じて一定の

価格で売渡しを行っているが、この標準売渡価格については、

① 国内産麦については、無制限買入れの廃止に伴い、これに基づく売渡しもなくなること

② 標準売渡価格は、当初は消費者の家計へインフレの影響が及ばないようにすることを目的に導入

されたが、

ａ 現時点ではこのようなインフレは想定し難いこと

ｂ 小麦粉価格も低下傾向で推移していること

ｃ 現在、標準売渡価格の算定の根拠とされている品目は、家計における小麦粉と精麦のみであり、

パン・めん類等の麦製品の大宗は対象となっていないこと

③ 同じ主要食糧である米についても、既に標準売渡価格は廃止され、市場実勢に即した売渡しが行

われていること

等を踏まえると、その設定の根拠は現時点では見い出し難いと考えられ、外国産麦についてもこれを

廃止することが適当である。

標準売渡価格の廃止後における外国産麦の売渡しについては、買付価格（輸入委託商社に支払う買

入委託代金）に一定のマークアップを上乗せした売渡価格となるが、このうち買付価格については、

毎回の買付価格とするのか、一定期間ごとの買付価格の平均とするのかについては、効率的な物流を

達成する等の観点に立ち、決定する必要がある。


